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介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
の
居
住
費
・
食
費
は
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
が
、
低
所
得
の
方
は
、

所
得
区
分
に
応
じ
て
上
限
が
設
け

ら
れ
、
こ
れ
を
超
え
る
利
用
者
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
特
定

入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
い
い

ま
す
（
段
階
区
分
は
左
表
参
照
）。

　

な
お
、
税
制
改
正
（
高
齢
者
の

非
課
税
限
度
額
の
廃
止
）
の
影
響

に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
住
民
税
世
帯

非
課
税
者
（
利
用
者
負
担
第
１
・

第
２
段
階
）
で
あ
っ
た
方
が
利
用

者
負
担
第
４
段
階
に
な
る
場
合
は
、

段
階
の
上
昇
を
１
段
階
と
す
る
措

置
（
激
変
緩
和
措
置
）
が
講
じ
ら

　

市
で
は
、
自
治
会
や
商
店
会
で

管
理
し
て
い
る
防
犯
灯
や
装
飾
灯

に
対
し
て
、　

年
度
上
半
期
（　

１９

１８

　

市
で
は
、
市
民
と
行
政
の
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
に
当
た

っ
て
、
協
働
に
関
す
る
方
針
づ
く

り
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ

の
た
び
「
協
働
の
指
針
」
と
し
て

策
定
し
ま
し
た
。

　

指
針
の
概
略
は
次
の
通
り
で
す
。 　

◎
「
協
働
の
指
針
策
定
に
あ
た

っ
て
」
で
は
、
指
針
策
定
に
至
っ

た
経
緯
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。

　

◎
「
協
働
に
対
す
る
基
本
的
な

考
え
方
」
で
は
、
協
働
に
関
す
る

定
義
や
主
体
、
協
働
の
形
態
や
そ

の
効
果
な
ど
に
つ
い
て
、
基
本
的

　

市
で
は　

年
度
中
、
危
険
物
施

１８

設
に
お
け
る
事
故
は
発
生
し
て
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
国
的
に
は
、

大
小
に
関
わ
ら
ず
危
険
物
に
よ
る

事
故
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
期
間
中
に
次
の

項
目
を
重
点
に
、
再
点
検
・
再
認

識
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

①
危
険
物
施
設
の
管
理
が
不
十

分
と
な
っ
て
い
て
、
近
年
、
腐
食
・

　

可
燃
ご
み
を
焼
却
処
理
し
て
い

た
二
枚
橋
焼
却
場
は
老
朽
化
に
よ

り
、
３
月
に
全
焼
却
炉
を
停
止
し

ま
し
た
。

　

そ
れ
に
先
立
ち
１
月
に
、
二
枚

橋
衛
生
組
合
の
構
成
市
で
あ
る
小

金
井
市
か
ら
、
多
摩
地
域
ご
み
処

理
支
援
実
施
協
定
に
基
づ
き
可
燃

ご
み
の
処
理
に
つ
い
て
要
請
が
あ

り
、
柳
泉
園
組
合
議
会
、
同
組
合

関
係
市
お
よ
び
周
辺
自
治
会
に
説

明
等
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
４
月　

日
付
で
小
金

２７

井
市
と
の
可
燃
ご
み
焼
却
処
理
委

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族

で
、　

年
４
月
１
日
に
公
務
扶
助

１７

料
や
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方
が

い
な
い
場
合
に
、
額
面　

万
円
、

４０

　

年
償
還
の
記
名
国
債
が
支
給
さ

１０れ
ま
す
（
支
給
要
件
あ
り
）。

　

対
象
の
方
は　

年
３
月　

日
ま

２０

３１

で
に
請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課�
４
７

０
・
７
７
４
１
へ
。

食 費

居　住　費段 階 区 分

多 床 室
従 来 型 
個室※１

ユニット
型準個室

ユニット
型 個 室

利 用 料
負担段階

所 得 区 分

施設ごとに利用料金が異なります第４段階世帯課税者で本人非課税

住 民 税

６５０円３２０円
８２０円

（１，３１０円）
１，３１０円１，６４０円 第３段階

合計所得金額と課税年金収入額の
合計が８０万円超

世　　帯
非課税者 ３９０円３２０円

４２０円
（４９０円）

４９０円８２０円第２段階
合計所得金額と課税年金収入額の
合計が８０万円以下

３００円０円
３２０円

（４９０円）
４９０円８２０円第１段階

老齢福祉年金受給者

生活保護受給者等

　学校や職場が夏休みに入る前は、若者による二

輪車、四輪車の暴走行為が多発します。道路交通、

道路付近の住民に多大な迷惑を掛けるような暴走

行為は徹底的に取り締まり、市民一人ひとりが一

丸となって非行、暴走行為を無くしましょう。非

行、暴走行為を見たら、すぐに１１０番を。

　推進重点は次の５項目です。

　①暴走族追放気運の高揚と環境作りの推進

　②暴走族および車両の不法改造業者に対する指

導・取り締まりの強化

　③暴走族への加入阻止と暴走族からの離脱・立

ち直り支援対策の推進

　④青少年への声掛け・対話を通じた健全育成お

よび非行防止活動の推進

　⑤若者の交通安全意識の向上による交通事故防

止

　詳しくは田無警察署�４６７・０１１０へ。

　

市
で
は
、
毎
年　

月
１
日
の
市

１０

制
施
行
記
念
日
に
、
表
彰
式
典
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
式
典
で
は
、

市
表
彰
規
則
に
基

づ
い
て
、
市
の
公

益
の
増
進
や
文
化

の
向
上
に
功
労
の

あ
っ
た
方
や
、
市

民
の
模
範
と
し
て

ふ
さ
わ
し
い
方
に

表
彰
状
・
感
謝
状

の
贈
呈
を
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
身
近

に
善
行
等
で
市
民

の
模
範
と
な
る
方

や
団
体
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
推
薦
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
推
薦
対
象
の
一
例
】５
年
以
上

続
け
て
環
境
美
化
活
動
や
慈
善
行

為
を
し
て
い
る
方
や
団
体
▽
自
己

善
行
を
さ
れ
た

善
行
を
さ
れ
た
方
・
団
方
・
団
体
の
推
薦
を

体
の
推
薦
を

の
危
険
も
顧
み
ず
、
人
命
を
救
助

し
た
方
や
団
体

　
【
推
薦
方
法
】６
月　

日（
金
）ま

１５

で
に
（
必
着
）、
表
彰
候
補
者
の
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
善
行
の

内
容
と
、
推
薦
す
る
方
の
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
（
詳
し
い
内
容

を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
）

を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３－

８
５

５
５
、
市
役
所
総
務
部
総
務
課
秘

書
係
あ
て
郵
送
を
。フ
ァ
ク
ス（
４

７
０
・
７
８
０
４
）
ま
た
は
電
子

メ
ー
ル
で
も
可
（
い
ず
れ
も
題
名

を
「
表
彰
推
薦　

秘
書
係
」
と
記

入
し
て
く
だ
さ
い
）

　

詳
し
く
は
同
係�
４
７
０
・
７

７
１
２
へ
。　

◆総務部総務課メールアドレス
somu@city.higashikurume.lg.jp

介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方（
入
所
者
）へ

れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス 

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
▽
介
護

老
人
保
健
施
設
▽
介
護
療
養
型
医

療
施
設
▽
短
期
入
所
生
活（
療
養
）

介
護
▽
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

（
療
養
）
介
護
▽
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設

特
定
入
所
者
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
制
度
、

利
用
の
際
は
申
請
を 

　

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

制
度
を
利
用
す
る
方
は
、
申
請
が

必
要
で
す
。

　

現
在
、
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
制
度
を
利
用
し
て
い
る
方

（
負
担
限
度
額
認
定
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
）
は
、
６
月　

日
３０

で
有
効
期
間
が
満
了
に
な
り
ま
す

の
で
、
更
新
の
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。

　

な
お
、
利
用
者
負
担
第
４
段
階

で
あ
っ
て

も
、
一
定

の
要
件
を

満
た
す
方

は
、
減
額

制
度
を
受

け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
介
護
サ

ー
ビ
ス
係
（
内
線
２
５
０
１
、
２

５
０
２
）
へ
。

「
小
金
井
市
可
燃
ご
み
」

広
域
支
援
に
よ
り
処
理
を
開
始

託
契
約
を
締
結
し
、
次
の
通
り
処

理
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
理

解
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
【
受
け
入

れ
期
間
】
５

月
１
日
〜　
２０

年
３
月　

日
３１

　
【
受
け
入
れ
量
】４
８
９�
以
内

　
【
受
け
入
れ
日
数
】　

日
５９

　

詳
し
く
は
同
組
合
総
務
課�
４

７
０
・
１
５
４
５
へ
。

第
八
回
特
別
弔
慰
金
の

第
八
回
特
別
弔
慰
金
の

請
求
を
受
け
付
け

請
求
を
受
け
付
け

主
催
＝
消
防
庁
、都
道
府
県
、市
町
村
、全
国
消
防
長
会
、

　
　
　

財
団
法
人
全
国
危
険
物
安
全
協
会　

暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族ののののののののののののののののののののののののののののの追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放ははははははははははははははははははははははははははははは、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、暴走族の追放は、
まままままままままままままままままままままままままままままずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずず家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららららららららららまず家庭から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそしししししししししししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててててててててててて地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららららららららららそして地域から

「
協
働
の
指
針
」を
策
定

な
考
え
方
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　

◎
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
に
」
で
は
、
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
推
進
の
た
め
に
、
今

後
市
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
８

項
目
に
つ
い
て
示
し
ま
し
た
。

　
「
協
働
の
指
針
」
は
、
図
書
館
、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
２

階
）、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で

き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
生
活
文
化
課
市
民
協

働
係�
４
７
０
・
７
７
３
８
へ
。

劣
化
に
よ
る
漏
洩
（
え
い
）
事
故

の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
消
防

法
に
基
づ
く
定
期
点
検
に
加
え
て
、

日
常
点
検
を
確
実
に
実
施
し
、
危

険
物
の
安
全
対
策
を
行
い
ま
し
ょ

う
。

　

②
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
（
人
的

過
失
）
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る

た
め
に
、
保
安
教
育
等
は
も
と
よ

り
、
安
全
管
理
体
制
、
安
全
意
識

等
を
総
合
的
に
検
証
し
、
事
故
防

止
の
徹
底
、
自
主
保
安
体
制
づ
く

り
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

③
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
セ
ル

フ
給
油
で
、
静
電
気
に
よ
る
火
災
、

吹
き
こ
ぼ
れ
等
の
事
故
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
給
油
手
順
は
各
給
油

設
備
に
明
記
し
て
い
ま
す
の
で
、

手
順
に
従
っ
て
給
油
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
消
防
本
部
予
防
課�

４
７
１
・
０
１
１
９
へ
。

防犯灯の
維持管理費に
補助金を交付

年　

月
１
日
〜　

１２

１９

年
５
月　

日
）
に

３１

掛
か
っ
た
費
用

（
電
気
料
・
取
替

経
費
）
を
補
助
し

ま
す
。

　

各
団
体
の
代
表

者
に
は
申
請
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
。

６
月　

日
（
金
）

１５

ま
で
に
、
地
域
政
策
課
（
市
役
所

５
階
）
で
必
ず
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
提
出
が
遅
れ
ま
す
と
、

補
助
金
の
交
付
が
遅
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 　

な
お
、
郵
送
で
の
申
請
は
お
受

け
で
き
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
住
宅
政
策
係�

４
７
０
・
７
７
６
４
へ
。

居
住
費
・
食
費
の
負
担
限
度
額
認
定
の
申
請
を

介護保険施設における１日当たりの段階区分別負担限度額

※１　カッコ内は介護老人保健施設および介護療養型医療施設の場合

戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦
没没没没没没没没没没没没
者者者者者者者者者者者者
等等等等等等等等等等等等
のののののののののののの
ごごごごごごごごごごごご
遺遺遺遺遺遺遺遺遺遺遺遺
族族族族族族族族族族族族
のののののののののののの
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身の回りにある危険物を再確認！
（上は１９年度危険物安全週間推進ポスター）

6月1日（金）～30日（土）
東京都暴走族追放強化期間

市
民
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皆さんの協力で維持されている皆さんの協力で維持されている
防犯灯や装飾灯。補助金交付の防犯灯や装飾灯。補助金交付の
手続きは６月１５日（金）までに手続きは６月１５日（金）までに
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